
第５次北海道ホームレス自立支援等実施計画（素案）

令和○年○月

北 海 道



- 1 -

第１ 実施計画の策定に当たって

１ 実施計画の目的（基本目標）

この計画は、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（平成14年法律第105号。以下

「法」という。）第９条第１項の規定に基づき、「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」

（令和５年７月31日厚生労働省・国土交通省告示第１号。以下「基本方針」という。）を踏まえ

てホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するために策定する計画であり、その目

的（基本目標）は次のとおりです。

なお、この計画では「ホームレス」を、法第２条に規定する「都市公園
*
、河川、道路、駅舎

その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」としていますが、支援に関

しては、これらの方に加え、定まった住居を喪失し、終夜営業の店舗等で寝泊まりする等の不

安定な居住環境にあるなど、屋根のある場所と路上を行き来しているホームレスになることを

余儀なくされるおそれのある方を含めることとします。

（１）自立の意思のあるホームレスやホームレスになることを余儀なくされるおそれのある方に

対し、就業や住居、保健・医療、生活相談等の施策を実施することにより、自立に結びつける

とともに、ホームレスとなることを防止すること。

（２）国や市町村及びホームレスの自立支援等を行っている民間団体
*
（以下「民間団体」という。）

等と連携、協働しながら、道民の理解と協力を得て、ホームレスの自立支援等に関する施策及

びホームレスを生み出さない地域社会づくりを総合的に推進すること。

２ 実施計画の位置付け

（１）法及び基本方針に基づく計画です。

（２）｢北海道地域福祉支援計画」
*
の施策別計画

*
です。

（３）道におけるホームレス自立支援施策について、保健・医療、福祉、住居、就業、人権、男

女平等、地域安全等多岐にわたる分野における関係施策及び市町村が取り組む施策との調整

を図り、総合的に推進するための計画です。

（４）市町村が実施計画を策定する際に留意すべき事項を記載した計画です。

３ 実施計画の期間

この計画の期間は、基本方針を踏まえ、令和６年度から令和10年度までの５年間とします。

ただし、法及び基本方針が見直された場合は、期間内であっても見直しを実施します。
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第２ ホームレスの現状

１ 全国のホームレスの現状

○ 国では、平成15年から毎年、ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）を実施して

います。

○ 令和５年１月に実施したこの調査（以下、「令和５年概数調査」という。）によると、路上

等で生活するホームレス数は、3,065人であり、第４次計画策定時の平成30年１月と比べて1,

912人減少しています。

○ 継続的に路上（野宿）生活をしていた方の割合は64.4%となっている一方で、路上と屋根の

ある場所との行き来を繰り返している層も一定程度存在していると考えられています。

○ 都道府県別に見ると、大阪府で888人、東京都で661人となっており、両都府で全国の約半

数を占めています。

○ 国では概ね５年に1回、抽出により実施するホームレスの実態に関する全国調査（生活実態

調査）を実施しており、令和３年度の調査（以下「令和３年生活実態調査」という。）では、

路上等のホームレスの平均年齢は63.6歳、路上生活が10年以上のホームレスの割合は40.0％

となっており、高齢化や路上生活の長期化が一層進んでいる状況が見られました。

※ 生活実態調査は、資料編に登載しています。

表１ ホームレス数の推移（ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）） （単位：人）

図１ ホームレス数の推移（ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）） （単位：人）

※ 全国：左縦軸、北海道：右縦軸

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
（H30.1月） （H31.1月） （R2.1月） （R3.1月） （R4.1月） （R5.1月）

全国 4,977 4,555 3,992 3,824 3,448 3,065
北海道 38 47 32 36 35 35
札幌市 35 43 30 34 30 30
函館市 0 1 0 0 0 0
苫小牧市 3 3 2 2 3 3
北見市 0 0 0 0 0 2
名寄市 0 0 0 0 1 0
富良野市 0 0 0 0 1 0
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２ 北海道のホームレスの現状

（１）概数調査の結果

○ 令和５年概数調査によると、道内で確認されたホームレスは、札幌市が30人、苫小牧市が

３人、北見市が２人、計３市で35人となっており、平成30年と比較してわずかに減っていま

す。

○ また、ホームレスが確認された場所別に見ると、駅舎が11人、河川敷が４人、都市公園が

２人、道路が３人、その他施設が15人となっています。

○ ホームレスは、昼夜や季節等によって、移動が見られ、概数調査のみをもって、道内のホ

ームレスの全容を説明することは難しいものと考えられます。

表２、図２ 道内においてホームレスが確認された場所別人数及び割合（令和５年概数調査）

（２）ホームレス支援団体等から確認した現状

北海道のホームレスの実態を把握するため、令和５年９月～10月に、道内各地域で活動する

民間団体から、活動状況や地域のホームレスの状況及び施策等に対する意見をお聞きしました。

その中で確認された北海道のホームレスの現状は、次のとおりです。

○ 概数調査で把握される人数については調査の時期や時間帯により流動的な面があることや、

路上生活を経ない、又は短期間の事例もあることに留意が必要である。

○ 住み込みで就業している方の失業など、様々な理由で住まいを失う方への支援ニーズが高

く、女性や障がいのある方への支援ニーズも増えている。

○ 生活場所としては、駅舎、車中、ネットカフェ、バスターミナル等が確認されている。

また、道内各地から、求人が多く支援体制も充実した札幌への移動も見られる。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響については、失業による住居の喪失や就労による自立の

減少、借り入れの返済に苦慮する事例、相談の増加が見られる。

また、新型コロナウイルス感染症関連の支援策の終了や、物価高の影響もあり、相談等へ

の増加も見られ、動向に留意が必要である。

場　　所 人数（人）
駅舎 11
河川敷 4
都市公園 2
道路 3
その他施設 15

計 35

駅舎, 31%

河川敷, 11%

都市公園, 6%道路, 9%

その他施設, 
43%
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第３ ホームレスの自立支援施策の推進

１ 基本的な考え方

ホームレスとなった要因としては、倒産・失業等の仕事に起因するものや、病気やけが、人

間関係、家庭内の問題等様々なものが複合的に重なり合っており、また、年齢層によってもそ

の傾向が異なっています。

令和３年生活実態調査では、ホームレスの高齢化や路上（野宿）生活の長期化の傾向が一層

顕著となるとともに、平成28年生活実態調査と同様に路上（野宿）生活を脱却した後、再び路

上（野宿）生活に戻ってしまうホームレスの存在や、終夜営業の店舗等、屋根のある場所との

行き来の中で、路上（野宿）生活の期間が短期間になりやすいといった傾向が確認されたとこ

ろです。

ホームレス自立支援施策は、ホームレスが就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の

状況等に応じ、自らの意思で安定した生活を営めるよう支援することが基本であり、このため

には、就労の機会や生活の基盤となる安定した居住の場所が確保され、地域で自立した日常生

活が可能となる環境づくりが重要であり、これらの支援策を、道はもとより、国（国の地方機

関を含む。）、市町村、民間団体等が、それぞれ役割を分担し、連携・協働して推進することが

必要です。

ホームレスやホームレスとなるおそれのある方を含む生活困窮者の支援に当たっては、生活

困窮者自立支援法（平成25年法律第105号。以下「困窮者支援法」という。）に規定する生活困

窮者自立相談支援事業
*
（以下「自立相談支援事業」という。）を中心に、生活保護法（昭和25

年法律第144号）、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法

律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。）等の関連制度を効果的に組み合わせて

実施していくこととしています。
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２ 施策の体系

　

基本的施策 施策の方向 主な施策

ホ

ー

ム

レ

ス

の

自

立

支

援

等

対

策

の

推

進

施

策

１　就業の
　機会の確
　保

　雇用の促進 ・事業主等への啓発活動

　就業機会の確保 ・求人開拓や求人情報の収集等及び情報提供

・求職者支援制度の活用

・中間的就労などの段階的な就労支援

２　安定し
　た居住の
　場所の確
　保
　

　公営住宅・民間賃貸住宅入居支援 ・地域の住宅事情等に応じた単身入居制度の活用

　民間賃貸住宅に関わる団体との連携 ・低廉家賃及び民間の保証会社等に関する情報収集及び提供

　住居の確保と地域生活の継続支援 ・住居確保給付金の支給

・地域社会から孤立した方への地域生活の継続に必要な支援

３　保健・
　医療の確
　保

　健康状態の把握と適切な医療支援 ・自立相談支援機関を通じた健康状態の把握

・一時生活支援事業実施者による健康相談等

・適切な医療の確保

　精神保健対策の推進 ・精神保健福祉センターや保健所等と連携した支援

　感染症予防対策 ・関係機関による予防対策の検討

・結核り患に対する適切な医療の確保

４　生活に
　関する相
　談及び指
　導

　総合的な相談及び指導体制の確立 ・総合的な相談及び指導体制の確立

　民間団体、地域住民などとの連携による
　相談事業の実施

・関係機関との連携による相談事業実施への支援

　専門的な機関の問題解決支援 ・専門的な知識が必要な事例に関する、問題解決に向けた支援

　個別の事情に対応した支援 ・若年層への就労訓練の利用促進と就労訓練の場の確保

・性別に配慮した自立支援

５　緊急に
　行うべき
　援助及び
　生活保護
　法による
　保護の実
 施

　急迫状態にある方へ支援の推進 ・病気等により急迫状態にある者への適切な生活保護の活用

・再路上を防ぐため関係機関と連携した自立支援

・一時生活支援事業などによる支援

・緊急的援助を必要している方の早期発見と適切な対応

　自立支援に必要な保護 ・生活保護制度の活用

・保護施設の活用

・居宅での自立した日常生活の実現に向けた就業機会の確保

６　人権
　擁護
　

　偏見や差別意識の解消 ・啓発活動の実施

・人権侵害事案の適切な解決

・一時生活支援事業で利用する施設における人権擁護

７　地域に
　おける生
　活環境の
　改善

　公共的施設の適正利用 ・当該施設の適正利用確保

・関係機関との連携による災害時の対応

　地域の安全確保とホームレスの被害防止 ・必要時のパトロール活動

８　民間団
　体との連
　携の推進
　

　行政と民間団体の連携強化 ・意見交換会の開催

・社会福祉法人による地域における公益的な取組との連携

・市町村と民間団体の連携強化

　民間団体からの情報収集・提供 ・民間団体の各種支援情報などを市町村に提供

・ホームレス自立支援に関する総合的な情報提供

９　ホーム
　レスを生
　みださな
　い地域社
　会づくり

　地域共生社会の実現に向けた取組の推進 ・市町村の属性を問わない包括的な支援や計画策定を支援

・北海道地域福祉支援計画に基づく各種施策の推進

　キャリア教育の推進 ・各学校段階を通じたキャリア教育の推進
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３ 課題別対策の推進施策（方向性）

（１）就業の機会の確保

◆ 現状と課題

令和３年生活実態調査では、今後、「アパートに住み、就職して自活したい」と答えた方は17.5

％となっています。

ホームレスの就業による自立のためには、ホームレスの個々の就労の状況、心身の状況、地域

社会からの孤立の状況等に応じた就業ニーズや職業能力を踏まえ、就業機会の拡大や安定した雇

用の場の確保に努めることなどが重要です。

このため、就業による自立の意思があるホームレスに対して、民間団体との連携を進め、職業

相談の実施や就労先の確保を図ることなどが必要です。

● 施策の方向と主な施策

施 策 の 方 向 主 な 施 策

○ 雇用の促進に向け、事業主等の理解 ・ ホームレスに関する問題について事業主等の理解

を深めます。 を深めるため啓発活動を行います。

○ 就業機会に向けた、求人情報の提供 ・ 民間団体と連携を図り、ホームレスの個々の就業

に努めます。 ニーズや職業能力に応じた求人開拓や求人情報の収

集等を行い、ホームレスへの情報提供に努めます。

○ 就業に向け、必要な技能、知識を習 ・ ハローワーク
*
が行う職業能力の開発及び向上を

得するため、職業訓練を推進します。 図るための技能講習や職業訓練などを活用して就業

を支援します。

○ 中間的就労
*
など段階的な就労支援 ・ ＮＰＯ

*
等の民間団体、社会福祉法人等と連携し

を行います。 ながら、生活困窮者就労準備支援事業
*
や生活困窮

者就労訓練事業
*
（以下「就労訓練事業」という。）

等の利用促進により、段階的な就労支援を行います。
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（２）安定した居住の場所の確保

◆ 現状と課題

令和３年生活実態調査では、家族や親族との関係が途絶えているなど、保証人の確保ができない

こと等により、安定した居住の場所の確保に支障が生じないよう配慮が必要です。

様々な支援を通じて就労の機会が確保されることなどにより、地域社会の中で自立した日常生活

を営むことが可能となった方に対し、民間団体と連携した、地域の実情を踏まえた入居支援等によ

り、安定した居住の場所を確保することが必要です。

● 施策の方向と主な施策

施 策 の 方 向 主 な 施 策

○ 自立して生活することが可能となっ ・ 地域の住宅事情等に応じた単身入居制度等を活用

たホームレスの公営住宅・民間賃貸住 し、公営住宅の入居を支援します。また、住宅セー

宅への入居を支援します。 フティネット法に規定する居住支援協議会
*
の枠組

も活用しつつ、福祉部局と住宅部局との連携を強化

します。

○ 民間賃貸住宅に関わる団体との連携 ・ 民間賃貸住宅に関する団体や支援団体と連携し、

を図ります。 地域における低廉な家賃の民間賃貸住宅や民間の保

証会社等に関する情報の収集と、その提供に努めま

す。

○ 住居の確保と地域生活の継続を支援 ・ 生活困窮者住居確保給付金
*
（以下「住居確保給

します。 付金」という。）の対象者要件に該当する方には、

速やかに住居確保給付金の支給を行います。

・ 居住に困難を抱え、地域社会から孤立している方

に対し、自立相談支援事業を実施する自立相談支援

機関や住宅セーフティネット法に定める居住支援法

人
*
による入居相談や生活支援等による住宅の確保

と地域生活の継続に必要な支援を実施します。
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（３）保健・医療の確保

◆ 現状と課題

令和３年生活実態調査では、健康状態が「あまりよくない」、「よくない」と答えた方が34.9％

であり、このうち治療等を受けていない方は63.5％となっています。

個々のホームレスの健康状態等に応じた相談、保健指導等による健康対策や結核検診等の医療

対策を推進していくとともに、ホームレスの生活環境の衛生状況を改善していくことが必要です。

このため、市町村等と連携し、ホームレスの健康状態の把握等に努めるとともに、疾病の予防、

検査、治療等が包括的にできるよう、保健所
*
、医療機関、福祉事務所

*
等が密接な連携を図るこ

とが重要です。

また、高齢化や路上（野宿）生活の長期化により健康状態が悪化しているホームレスの方が必

要な医療サービスを受けることができるよう、保健師、看護師、精神保健福祉士等の保健医療職

による医療的視点に基づいたきめ細やかな相談や支援が必要です。

● 施策の方向と主な施策

施 策 の 方 向 主 な 施 策

○ 健康状態の把握に努め、適切な医療 ・ 自立相談支援機関における窓口や巡回による相談

支援を行います。 を通じて、ホームレスの健康状態を把握し、必要に

応じ、保健所等と連携を図りながら医療機関への受

診につなげます。

・ 生活困窮者一時生活支援事業
*
（以下「一時生活

支援事業」という）の実施者は、健康相談等を実施

するとともに、必要に応じて保健所等と連携し、医

療的な支援を行います。

・ 医療機関への受診が必要な場合は、無料低額診療

事業
*
を活用するなど、適切な医療を確保します。

○ 精神保健対策の推進を図ります。 ・ 身体面のケアだけでなく、心のケアについても、

精神保健福祉センターや保健所等と連携した支援を

行います。

○ 感染症予防対策を進めます。 ・ ホームレスは、厳しい生活環境の中で感染症を発

病しやすい状態にあることから、必要に応じて関係

機関で予防対策を検討します。

・ 結核にり患しているホームレスに対しては、保健

所において、福祉事務所と連携し、適切な医療を確

保するとともに、服薬や医療の中断等による再発等

を防ぐため、訪問等による対面服薬指導
*
等を実施

します。
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（４）生活に関する相談及び指導

◆ 現状と課題

概数調査及び令和３年生活実態調査から明らかなように、年齢、性別、ホームレスとなった要

因、自立に向けた考え方等は多様です。

ホームレスに対する生活相談や生活指導を効果的に進めるためには、個々のホームレスのニー

ズに的確に応えられるよう、関係機関、団体等の相互連携を強化した総合的な相談体制の確立が

必要です。

● 施策の方向と主な施策

施 策 の 方 向 主 な 施 策

○ 総合的な相談及び指導体制を確立し ・ 福祉事務所及び自立相談支援機関を中心として、

ます。 各種相談支援機関や救護施設
*
等の社会福祉施設が

相互に連携して総合的な相談及び指導体制を確立し

ます。

○ 民間団体、地域住民等との連携によ ・ 市町村、ＮＰＯ、ボランティア団体等をはじめ、

る相談事業の実施を促進します。 民生委員
*
、社会福祉協議会

*
、社会福祉士会及び地

域住民との連携による相談事業を実施するととも

に、具体的な相談内容に応じて福祉事務所、自立相

談支援機関や公共職業安定所等の関係機関への相談

につなげるよう働きかけます。

○ 専門的な機関による問題解決の支援 ・ 多重債務
*
問題等の専門的な知識が必要な事例に

を推進します。 関しては、日本司法支援センター
*
（法テラス）や

生活困窮者家計改善支援事業
*
実施機関との連携に

より、問題解決に向けた支援を行います。

○ 若年層のホームレスに対する支援に ・ 直ちに一般就労することが難しい若年層の方に対

努めます。 しては、就労訓練事業の利用を促すとともに、ＮＰ

Ｏ、社会福祉法人等と連携しながら、就労訓練の場

の設置の推進・充実を図ります。

○ 女性のホームレスに対する支援に努 ・ 女性のホームレスに対しては、性別に配慮したき

めます。 め細かな自立支援を行うとともに、必要に応じて、

女性相談支援センター
*
等の関係機関との十分な連

携を図ります。
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（５）緊急に行うべき援助及び生活保護法による保護の実施

◆ 現状と課題

令和３年生活実態調査では、ホームレスになってからの期間が１年以上の方は79.7％、また、

これまでに一度も生活保護を受けたことがない方は67.3％となっています。

一方、福祉事務所等の公的機関に相談に行ったことのある方は32.5％おり、相談内容は全て生

活保護に関するものでした。

ホームレスの中には、長期の路上（野宿）生活により、栄養状態や健康状態が悪化している場

合があり、こうした方に対しては、医療機関への入院等の対応を緊急に講ずることが必要です。

また、ホームレスが急迫した困窮状態にある場合には、速やかに職権により必要な生活保護を

実施し、最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けて支援を行うことが必要です。

● 施策の方向と主な施策

施 策 の 方 向 主 な 施 策

○ 病気等による急迫した状態に対し、 ・ 要保護者が医療機関に救急搬送された場合など急

適切な支援を行います。 迫状態にある場合には、職権により必要な生活保護

を実施するなど適切な保護に努めます。

・ 福祉事務所等は、治療後に再び路上(野宿)生活に

戻ることがないよう、関係機関と連携して、自立を

総合的に支援します。

・ 居所が緊急に必要な場合は、一時生活支援事業に

よる支援などを適切に行います。

・ 各種相談事業を通じ、緊急的援助を必要としてい

るホームレスの早期発見に努めるとともに、発見し

た場合には、早急かつ適切な対応を講じます。

○ 生活保護法による自立支援に必要な ・ 福祉事務所において、ホームレスの抱える問題や

保護を行います。 その状況を把握した上で、必要に応じ、生活保護制

度を活用し、生活保障と自立支援を行います。

・ 直ちに居宅生活を送ることが困難な場合は、保護

施設
*
等において保護を行います。

また、関係機関等と連携を図り、居宅生活へ円滑

に移行するための支援体制の確保に努め、就業機会

の確保、療養指導、家計管理等の支援を行います。

・ 居宅生活を送ることが可能と認められる場合は、

居宅生活を継続するための支援や、居宅における自

立した日常生活の実現に向けた就業機会の確保等の

必要な支援に努めます。
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（６）人権擁護

◆ 現状と課題

令和３年生活実態調査では、近隣住民からのいやがらせや通行人からの暴力といった人権問題

について、約10％の方が法務省の人権擁護機関に相談したいと回答しています。

ホームレスの人権擁護の取組については、ホームレス及び近隣住民の双方の人権に配慮しつつ

進めることが必要です。

● 施策の方向と主な施策

施 策 の 方 向 主 な 施 策

○ ホームレスに対する偏見や差別意識 ・ ホームレスに対する偏見や差別意識を解消し、人

の解消を図ります。 権を尊重する意識が高まるよう啓発活動を実施しま

す。

・ 相談等により、ホームレス及び近隣住民に対する

人権侵害の事案を認知した場合は、関係機関と連携

・協力し、適切な解決を図ります。

・ 一時生活支援事業等の実施によりホームレスが利

用する施設において、利用者の人権の尊重と尊厳の

確保に十分配慮するよう努めます。
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（７）地域における生活環境の改善

◆ 現状と課題

令和３年生活実態調査では、起居の場所として、全国的には公園や河川敷にテントや小屋を常

設しているケースが多い一方、駅舎等も一定割合いる状況です。また、道内では、民間団体によ

り、駅舎、車中、ネットカフェ、バスターミナル等が生活の場所として確認されているところで

す。

駅舎等の公共的な施設をホームレスが起居の場所とすることにより、その適正な利用が妨げら

れているときは、ホームレスの人権に配慮しながら、地域における生活環境の改善に努めること

が必要です。

また、地域における安全の確保及びホームレスの被害防止を図るため、人権に配慮するととも

に、地域社会の理解と協力を得ながら、地域安全活動等を実施していくことが必要です。

● 施策の方向と主な施策

施 策 の 方 向 主 な 施 策

○ 公共的な施設の適正利用を図りま ・ 都市公園その他の公共の用に供する施設の管理者

す。 は、当該施設の適正な利用が妨げられているときは、

ホームレスの人権に配慮しながら、福祉部局等と連

絡調整し、ホームレスの自立の支援等に関する施策

との連携を図りつつ、当該施設内の巡視、指導等の

必要な措置を行います。

・ 公共の用に供する施設の管理者は、平常時から福

祉部局等と連絡調整し、洪水等の災害時においては、

ホームレスに被害が及ぶおそれがあることから、配

慮して対応します。

○ 地域における安全の確保とホームレ ・ 地域住民の不安等を取り除き、ホームレス自身に

スの被害防止を図ります。 対する被害を防止するため、必要に応じ、警察等が

関係機関と連携しパトロール活動を実施します。
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（８）民間団体との連携の推進

◆ 現状と課題

ホームレスの自立を支援するためには、ＮＰＯ法人やボランティア団体など民間団体との連携

・協力が不可欠です。

民間団体は、相談活動、炊き出し、シェルターの提供等の生活支援活動を通じ、ホームレスと

の面識もあり、個々の事情に対応したきめ細かな支援活動において重要な役割を果たしています。

このため、これらの団体と各種課題等について定期的に意見交換を行い、具体的支援策のあり

方等を検討・協議し、それぞれの役割を確認した上で、各種の自立支援施策を推進していくこと

が必要です。

● 施策の方向と主な施策

施 策 の 方 向 主 な 施 策

○ 行政と民間団体との連携を推進しま ・ 民間団体から、適宜意見をお聞きし、支援策等に

す。 ついて検討を行います。

・ 「地域における公益的な取組」を実施する社会福

祉法人と連携し、ホームレスの自立支援を行います。

・ 民間団体におけるホームレスに対する各種支援状

況などの情報を収集し、全ての市町村に情報を提供

し、連携を促します。

○ ホームレスの自立支援に関する各種 ・ ホームレスの自立支援に関する支援事業、助成制

情報を収集・提供します。 度などの各種情報を提供します。
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（９）ホームレスを生み出さない地域社会づくり

◆ 現状と課題

令和５年概数調査によると、道内でホームレスが確認されたのは３市でした。ホームレスに関

する問題が顕在化していないこともあり、多くの市町村や地域住民のホームレスに対する関心は、

高いとは言えない状況にあります。

しかしながら、近年、単身世帯の増加や家族形態の変化を含めた社会変容に伴い、失業や病気

等、生活に何らかの影響を与える出来事をきっかけに困窮状態に至るおそれのある方の存在が指

摘されており、そのような方は、社会的孤立や自尊感情の低下、健康意識の希薄さ等から、路上

（野宿）生活に至ることも考えられます。

さらに、路上生活は行っていないものの、定まった住居を喪失し簡易宿泊所や24時間営業の店

舗等で寝泊まりしたり、路上と屋根のある場所を行き来し、短期の路上生活を行うなど、不安定

な居住環境にある方や、一度ホームレス生活を脱却したものの、再度ホームレス生活に戻ってい

る人も多く存在していることが、民間団体から報告されております。

こうしたことから、新たなホームレスを生み出さず、また、ホームレスだった方が再度路上（

野宿）生活に至ることを防止するためには、ホームレスを直接支援する施策を実施するとともに、

住民に最も身近な市町村や関係機関及び民間団体等が緊密に連携し、地域共生社会
*
の実現に向け

た取組を進めることが重要です。

また、若年層の中には不安定な就労を繰り返し、路上（野宿）生活に至る方も少なからずいま

す。これらの方は、就労の意義を十分に理解していないことやキャリア形成に対する意識が低い

ことなど、様々な要因によりそのような状況に至っていると考えられます。

● 施策の方向と主な施策

施 策 の 方 向 主 な 施 策

○ 地域共生社会の実現に向けた取組を ・ 市町村における属性を問わない包括的な支援体制

推進します。
*
の整備や地域福祉計画

*
の策定を支援します。

・ 生活困窮者支援のプラットフォームの運用や孤独

・孤立対策の推進など、北海道地域福祉支援計画に

基づく各種施策の推進を図ります。

○ 各学校段階を通じた体系的なキャリ ・ 学校教育の段階における多様なキャリア形成に共

ア教育を推進します。 通して必要な能力や態度の育成を通じ、とりわけ勤

労観や職業観をを自ら形成・確立できるよう、各学

校段階を通じた体系的なキャリア教育を推進しま

す。
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第４ 実施計画の進め方

この計画の推進に当たっては、ホームレスが、地域社会の中で自立した生活を営むことができ

るよう、総合的な相談支援体制の確保、保健・医療の確保、生活保護、就労の機会や居住の場の

確保等様々な分野の施策を、道及び市町村が適切な役割分担の下、国、民間団体と連携・協働し、

総合的かつ効果的に展開することを基本とします。

（１）道の役割

・ 困窮者支援法に規定する支援調整会議
*
や住宅セーフティネット法に規定する居住支援協

議会の場を活用するなど、分野横断的な連携体制の下、各種の取組を進めます。

（２）市町村への支援

・ 全道において、地域の実情に応じて、ホームレスの自立支援等に関する実施計画の策定

や、ホームレス自立支援施策（市にあっては一時生活支援事業を含む）が実施ができるよ

う、市町村に対し、基本方針やこの計画に即し、道内の実態や、支援ニーズ、民間団体の

活動状況、取組の好事例など必要な情報提供等の支援を行います。

（３）国との連携

・ この計画に掲げた施策の効果的な推進を図るため、北海道労働局、北海道開発局その他

の国の関係機関との連携を図ります。

（４）民間団体との連携と協働

・ ホームレスやホームレスになることを余儀なくされるおそれのある方にとって最も身近

な存在であり、生活実態の把握やシェルター事業の実施など支援活動に重要な役割を担っ

ている民間団体と適宜、意見をお聞きするなど、緊密な連携を図るとともに、道及び市町

村が実施する施策に協力が得られるよう努めます。

第５ ホームレス問題が顕在化していない市町村における取組

（ホームレスを生み出さないための市町村における取組）

ホームレスが少ない、あるいは、確認されていない市町村においても、きめ細かな施策を実

施することにより、問題の早期解決を図り、ホームレスになることを余儀なくされるおそれの

ある方をホームレスにしない、新たなホームレスを生み出さない取組が重要です。

ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある方としては、一般的には、現に失業状

態にある方、日雇労働等の不安定な就労状況にあり、定まった住居が無く、簡易宿泊所や終夜

営業の店舗等に寝泊まりする等の不安定な居住環境にある方が想定されます。

これらの方に対しては、就業の機会の確保や雇用の安定化を図るとともに、一時生活支援事

業等による当面の一時的な居住の場所の確保や安定した住居の確保のための相談支援等、路上

（野宿）生活に至らないようにするための施策を実施することが必要です。


